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都市再生事務所等文書管理支援業務（令和６年度～令和８年度） 

仕様書 

 

Ⅰ 業務の名称 

都市再生事務所等文書管理支援業務（令和６年度～令和８年度） 

 

Ⅱ 業務の目的 

本業務は、独立行政法人都市再生機構（以下「機構」という。）の保有する文書（図画

及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られた記録）を含む。以下同じ。）について、文書ファイル登録、文書

ファイル点検等を通じて機構の文書管理の現状を把握した上で、公文書等の管理に関す

る法律（平成 21年法律第 66号。以下「公文書管理法」という。）、個人情報の保護に関

する法律（平成 15 年法律第 57 号）、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法

律（平成 13 年法律第 140 号）等の法令に則した的確な文書管理を機構が行うための適

切な支援を行い、もって機構の文書管理の効率化を図ると共に機能的な管理環境を整備

することを目的とする。 

 

Ⅲ 業務の内容 

１ 事務所文書管理支援業務 

当機構の内部規則等を理解した上で、別紙１に掲げる事務所において、別紙１に定める

回数を巡回（目安として、年２回の巡回のうち、１回目は７月～10 月、２回目は 12 月～

３月上旬の間に実施。）し、次の業務を実施する。 

（巡回事務所は変更となることがある。） 

 

 (1) 文書登録方法指導業務 

（実施時期：全ての巡回時、対象：別紙１に定める年２回巡回事務所） 

 当機構の「法人文書・情報公開等管理システム（一般職員向けシステム。以下「法人文

書システム」という。）」及び「文書管理システム（文書管理担当者向けシステム。以下「Ｄ

ＯＣﾏﾈｰｼﾞｬｰ」という。）」（それぞれのシステムの画面イメージについては別紙２参照。）の

操作マニュアルを十分に理解し、巡回時、事務所の機構職員（以下「職員」という。）に対

し、機構における法人文書システムに関するマニュアル等を用いた説明及び指導を行う。

また、未登録法人文書の登録促進を図るよう指導を行う。 

（法人文書システム及び DOC ﾏﾈｰｼﾞｬｰは、基本的なエクセル操作が必須であり、７～８時間

程度で操作方法を習得できるものと想定。） 

 

別冊 
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（2) 文書ファイル登録支援業務 

（実施時期：全ての巡回時、対象：別紙１に定める年２回巡回事務所） 

（職員が作成又は取得した法人文書（以下「ドキュメント」という。）及びそのドキュメ

ントをファイリングしたファイル（以下「文書ファイル」という。）の登録支援を行う概

算件数は別紙１参照。） 

① 事前に請負者から事務所の文書管理担当者へ巡回日時の連絡調整を行う。なお、 

連絡調整時には、巡回時ファイル登録を行う文書ファイル（文書ファイルの形態

については別紙３参照。）の所在場所を案内するよう依頼するとともに、事務所に

設置する共用のＰＣを使用して作業を行うため、共用ＰＣの使用予約を依頼して

おく。 

② 職員から提出のあったファイル登録依頼書（以下「依頼書」という。）に記載され

た内容と文書ファイルの現物を照合の上、依頼書の内容と現物が一致している場

合は、依頼書に基づき DOC ﾏﾈｰｼﾞｬｰにより承認を行う。依頼書の内容と現物が一致

しない場合は、依頼書を提出した職員に対し、ドキュメント又は文書ファイルを

法人文書システムへ正確に登録するよう指導し、再度提出するよう依頼する。 

③ ②で DOC ﾏﾈｰｼﾞｬｰにより承認した後、ドキュメント管理番号ラベル及びファイル管

理番号ラベルを作成し、ドキュメント及び文書ファイルへの貼付を行った後、あ

わせて保護シールの貼付も行う。（ラベルの作成及び貼付方法は機構の指定方法に

よる（別紙３参照）。なお、保護シールは、機構から支給する。支給された保護シ

ールは請負者が管理し、業務履行後不要となったものは機構に返却する。）  

④ ③のラベル等の貼付の後、文書ファイルを職員に返却し、文書の保管場所へ配架

するよう依頼する。 

⑤ ②の承認件数を巡回報告書に記録し、その他報告事項がある場合は巡回報告書に

併せて記載し、巡回実施後２週間以内に、本社及び本部等の文書管理担当者へ報

告する。 

（①～⑤の業務のフロー図については別紙４参照。） 

 

(3) レイアウト図更新業務（実施時期の目安：必要の都度） 

① 既に作成されている書庫における文書の保管場所（キャビネット又は書棚その他

の保管場所）を明示したレイアウト図（作成済レイアウト図は機構が支給）を確

認の上、修正が必要と思われる場合は都市再生事務所等の文書管理担当者に報告

し、レイアウト図を更新する。 

② ①において、棚を増設する場合は、棚段番号を新規に付番する必要があるため、

DOC ﾏﾈｰｼﾞｬｰで棚段情報を登録すること。また、書庫を新設する場合にはその都市

再生事務所等を所管する本部等の文書管理担当者へ連絡し、書庫認定を受けた上
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で書庫番号の指示を受け、書庫番号及び棚段番号の情報を DOC ﾏﾈｰｼﾞｬｰで登録する

こと。なお、該当する棚に棚段番号ラベルを貼付のこと。なお、ラベルシールは

機構から支給する。支給されたラベルシールについては請負者が管理し、業務履

行後不要となったものは機構に返却する。 

③ レイアウト図変更後２週間以内に、都市再生部事務所等の文書管理担当者へ変更

後のレイアウト図を送付する。 

 

(4) 事務所文書ファイル点検業務 

（実施時期：各年度１回目の巡回時、対象：別紙１に定める全事務所） 

（点検を行う文書ファイルの概算件数は別紙１参照。） 

① 事前に請負者から事務所の文書管理担当者へ巡回日時の連絡調整を行う。なお、

連絡調整時には、本社総務課から提示される点検対象の文書ファイルを記載した

リスト（以下「点検リスト」という。）を事務所の文書管理担当者へ送付し、巡回

時に点検リストに記載された文書ファイルの点検を実施する旨の連絡及び文書フ

ァイルの所在が分かりやすいように背表紙に目印をつける等の依頼を行う。 

② 点検日に、点検リストと点検対象ファイルの現物に記載された件名及びファイル

管理番号を突合する。 

③ ②の突合結果をファイル点検結果一覧表（以下「点検結果一覧表」という。）に

整理の上、不突合がある場合、その要因を事務所の文書管理担当者にヒアリング

し、そのヒアリング結果もあわせて点検実施後２週間以内に、本社及び本部等の

文書管理担当者へ報告する。 

 

２ 本部等書庫棚卸点検業務 

（実施時期：各年度 12月末まで、対象：別紙５に定める全書庫） 

（棚卸を行う法人文書ファイルの概算件数は別紙５参照。） 

     別紙５記載の書庫において、毎年度、次の①～③の業務を実施する。 

① 別紙５に記載する書庫の管理部署（以下「書庫管理部署」という。）からの指示に

基づき、書庫現地にて、各書庫のファイルデータの読み込みを実施する。データ

の読み込みは、各書庫の書棚に付番している棚番号順に、別紙６に対応するバー

コードリーダーを使用し実施する。なお、使用するバーコードリーダーは請負者

が用意する。 

読み込みの対象となるデータは、棚番号ラベルに記載されているデータ（①本支

社コード、②書庫・倉庫コード、③ブロック番号、④棚番号、⑤棚段番号）及び

ファイル管理番号ラベルに記載されているデータ（ファイル管理番号）とする。（各

ラベルの仕様、コードの桁数等については別紙６を参照。） 
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② ①で読み込んだデータと、本社総務課が提供する書庫単位の登録データとの突合

せを行い、両データ間の不突合の件数を確認し、不突合となったファイルについ

て、一覧表に整理の上、不突合解消に向けて書庫管理部署の担当者への不突合要

因のヒアリング及び書棚周辺の調査を実施する。 

③ ②の突合結果を整理した一覧表（以下「照合結果一覧表」という。）については、

棚卸実施後２週間以内に、本社総務課へ報告する。（書庫内に未登録文書が配架さ

れている場合には、至急システム登録を行えるよう、あわせて本社総務課に報告す

ること。） 

 

３ 文書管理検討支援業務（実施時期：機構と協議の上決定） 

公文書管理法等の各種法令の内容、民間企業における文書管理に関する取組や動向等を

把握した上で、専門的立場から次の①及び②の内容につき年 1回、改善方策の提案を行う。

なお、提案内容は、機構と協議の上決定し、機構に対する説明及び提案については機構本

社にて実施する。 

 ① 文書管理に関わる中長期的な視点に立った計画（機構の文書管理体制を把握した上で  

の、文書管理への取組の方向性等） 

② その他関連事項 

 

Ⅳ 報告会及び成果物の納品 

(1) 報告会 

各年度末に、本社及び本部等の文書管理担当者を対象とした業務実施報告会を開催する 

こと。 

(2) 成果物の納品 

Ⅲの各業務実施後に報告する報告書等に加え、(1)の実施後、巡回報告書、点検結果一

覧表、照合結果一覧表、Ⅲ３の提案書及び(1)の会議記録を年度ごとに取りまとめ、書面及

び電磁的記録(CD-R)にて各年３月 31日までに納品すること。 

 

Ⅴ 業務実施に係る留意事項 

業務履行開始に当たっては、次の事項に留意し、現に当機構から業務を請け負ってい

る者（以下「現請負者」という。）から業務の引継を受けること。また、必要に応じ、機

構からも業務マニュアルの貸与や説明を行う。当該引継に係る一切の費用は請負者の負担

とする。 

(1) 引継期間は、原則として令和６年３月 1日から３月 31日までとする。 

(2) Ⅲ１(1)及び(2)の業務については、現請負者が行う事務所巡回に同行し、ＯＪＴに

よる引継を受けること。（当該業務の入札に際し提出した業務執行体制に基づいた
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人員で引継を受けること。） 

(3) 当該契約が終了するときは、機構の指定するものへ引継を行うこと。 

 

Ⅵ 業務実施に係る留意事項 

(1) 当該業務の入札に際し提出した確認資料（業務執行体制及び方策等）を遵守し、業

務を履行すること。 

(2) 事務所及び書庫での作業は、土曜、日曜及び祝日並びに 12月 29日から１月３日ま

でを除く日の、原則として午前９時 15 分から午後５時 40 分までの間に行うこと。

また、書庫の鍵の貸与を受けた場合には、請負者の責任により確実に管理し、返却

すること。 

(3) 本部等の総務担当課の文書管理担当者と十分に連携を図り業務を実施すること。 

(4) 業務において知り得た情報を漏洩及び紛失することのないよう十分に注意するこ 

と。 

(5) 業務において、共用の PCを使用して作業を行う際は、DOC ﾏﾈｰｼﾞｬｰにより、本仕様 

書の業務に伴う処理のみを行うこととし、それ以外は一切使用しないこと。 

 

Ⅶ 再委託等の制限等 

請負者は、請負契約書第３条に定める再委託等を行う場合は、別紙７により機構に申

請し、機構の承諾を得ること。この場合、再委託等の申請に当たっては再委託等に係る

見積書を添付し、機構から再委託等に係る契約書、請求書、領収書等の書類を求められ

た場合はこれを機構に提出すること。ただし、機構は上記のうち、「２本部等書庫棚卸

点検業務」以外再委託等を認めない。 

 

Ⅷ 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 

(1) 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害（以下「不当介入」

という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があっ

た時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 

(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速や

かにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。 

(3) 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生

じた場合は、発注者と協議を行うこと。 

以 上  
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別記 

 

本社及び本部等の文書管理担当者の所属課（総務担当課）について 

 

本社 総務部 総務課 

東北震災復興支援本部 総務企画部 総務企画課 

東日本都市再生本部 総務部 総務課 

東日本賃貸住宅本部 総務部 総務課 

中部支社 総務部 総務・法務課 

西日本支社 総務部 コンプライアンス・法務課 

九州支社 総務部 総務・法務課 

 



巡回対象事務所一覧

登録法人文書
件数（想定）

法人文書ファイル
点検対象件数（想

定）
巡回回数

東北震災復興支援本部
〒970-8026
福島県いわき市平字田町120　ラトブ７・８階

20 2 2

大熊復興支援事務所
〒970-8026
福島県いわき市平大町7-1
平セントラルビル　9階

20 2 2

双葉復興支援事務所
〒970-8026
福島県いわき市平大町7-1
平セントラルビル　9階

20 2 2

浪江復興支援事務所
〒970-8026
福島県いわき市平大町7-1
平セントラルビル　9階

20 2 2

〒020-0021
岩手県盛岡市中央通1-7-25　朝日生命盛岡中央
通ビル8階

2 0 2

〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央3-2-1
青葉通ﾌﾟﾗｻﾞ3F

2 0 2

東日本
都市再生本部 三鷹都市再生事務所

〒181-0013
東京都三鷹市下連雀三丁目28番20号

25 3 2

湘南都市再生事務所
〒247-0056
神奈川県鎌倉市大船1-25-35　オフウェーブ4階

30 3 2

八王子都市再生事務所
〒192-0083
東京都八王子市旭町12-7　KDX八王子ビル402
号室

10 1 2

北海道まちづくり支援事務所
〒060-003
北海道札幌市中央区北三条西三丁目1

札幌北三条ビル２階
8 1 2

長岡都市再生事務所
〒940-0066
新潟県長岡市東坂之上町2-5-11グラン長岡３階

25 3 2

東北まちづくり支援事務所
〒980-0021
仙台市青葉区中央3-2-1
青葉通ﾌﾟﾗｻﾞ3F

5 1 2

城東都市再生事務所
〒131-0032
東京都墨田区東向島二丁目16番14号
ナンカイ3ビル3階

15 2 2

東日本
賃貸住宅本部 北海道エリア経営センター

〒060-0003
札幌市中央区北３条西３丁目１番地
札幌北三条ビル２階

30 3 2

再開発工事事務所
（虎ノ門技術監理課/基盤施設課）

〒105-0001
東京都港区虎ノ門二丁目２番１号
住友不動産虎ノ門タワー６階

20 2 2

中部支社 新清洲都市再生事務所
〒452-0021
清須市西枇杷島町小田井一丁目12番地1
にしび創造センター1階

5 1 2

西日本支社 うめきた都市再生事務所
〒530-0011
大阪府大阪市北区大深町4-20
グランフロント大阪タワーＡ　17階

30 3 2

堺都市再生事務所
〒590-0906
堺市堺区三宝町4丁274番地2

20 2 2

150 15 2

70 7 2

九州支社 沖縄まちづくり支援事務所
〒900-0006
沖縄県那覇市おもろまち一丁目３番３１号
那覇新都心メディアビル東棟９階

20 2 2

547 55 38

東北震災復興
支援本部

岩手・宮城震災復興支援事務所

西日本第1工事事務所
西日本第2工事事務所

〒560-0081
豊中市新千里北町1-1 Ｃ-28

各年度　登録法人文書件数　合計

支社等 事務所 所在地

各年度における想定件数及び巡回回数等
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形態別ファイル管理番号ラベル及びファイル用識別ラベルの貼付位置  ①を基本として貼付いたしますが、タイトル名称等の関係で貼れない場合は②から④の優先順位で貼付す
ることとします。識別ラベルはファイル管理番号ラベルの脇に貼付します。  また、背表紙にラベルを貼る際、縦貼りはしないでください。 

 

 

バインダー(ﾁｭｰﾌﾞﾌｧｲﾙ)  ①背表紙下部  ②表紙左上  ③表紙左下 

 

 

 

 

図面筒  ①円筒側面   (蓋でない本体側)  ※バーコードを読込 

むために縦貼り  ②円筒上部 

 

 

フォルダー  ①表紙右上  ②表紙左上 

 

 

 

 

完成製本  ①背表紙下部  ②表紙左上  ③表紙左下 

 

 

フラットファイル(ﾚﾀｰﾌｧｲﾙ)  ①表紙左上  ②表紙左下  ③表紙右上  ④表紙右下 

 

 

 

ひもとじ・自家製本  ①表紙左上  ②表紙左下  ③表紙右上  ④表紙右下 

 

 

保存箱・衣装ケース  ①側面左上  ②側面左下  ③側面右上  ④側面右下 

※側面とは配架した際に見える面 

 

 

 

ＣＤ／ＤＶＤ  ①表面左上  ②表面左下 

 

 

ボックスファイル  ①側面下部  ②表面左下 

 

 

 

 

ビデオテープ  ①背表紙  ②側面上部  ③側面下部 

 

 
図面ケース(図面ﾌｧｲﾙ)  ①表紙左上  ②表紙左下  ③表紙右上  ④表紙右下 

 

 

 ※表紙と記載しているもののうち、右綴じと左綴じ
によって表紙面が逆になりますが、右綴じの場合

は裏表紙に貼付してください。 

左綴じ  右綴じ  

 

 

 

表紙 表紙 

 

 00000000001 保
存 
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都市再生事務所等文書管理支援業務 業務フロー図

１ 事務所文書管理支援業務
（２）文書ファイル登録支援業務 （４）事務所法人文書ファイル点検業務

巡回日時の連絡調整

共有PCの使用予約

ファイル登録依頼書と

文書ファイル現物を照合

DOCマネージャーにより承認

ドキュメント管理番号ラベルと

ファイル管理番号ラベルの作成

ラベリングと

ラベル保護シールの貼り付け

文書ファイルを職員へ返却し、

文書の保管場所への配架を依頼

DOCマネージャーによる

承認件数等を報告書に記録

本社と本部等の

文書管理担当者へ報告

依頼書を提出した職員

に指導、再提出を依頼

巡回日時の連絡調整

点検対象の所在確認、

マーキングを依頼

点検リストと現物の件名、

ファイル管理番号を突合

ファイル点検一覧表に整理

本社と本部等の

文書管理担当者へ報告

不突合要因を事務所の文書管

理担当者へヒアリング

２ 本部等書庫棚卸点検業務

書庫現地でファイルデータの

読み込みを実施

読み込みデータと

本社総務課提供の登録データを突合

照合結果一覧表に整理

本社総務課へ報告

不突合要因を事務所の

書庫管理部署の担当者へ

ヒアリング

書棚周辺の調査を実施

不突合の場合

不突合の場合

不突合の場合

一致の場合

※2週間以内

※2週間以内

※2週間以内
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棚卸支援業務対象書庫

1 西台倉庫 東京都板橋区高島平一丁目８１番１号
本社
総務部　総務課

700

2
新宿アイランドタワー21階北書
庫

東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿ｱｲﾗﾝﾄﾞﾀ
ﾜｰ21階

3,600

3 公田町倉庫 神奈川県横浜市栄区公田町740 500

4 新宿アイランド18階書庫
東京都新宿区西新宿６丁目５番１号新宿ｱｲﾗﾝﾄﾞﾀ
ﾜｰ18階

1,100

5 品川八潮パークタウン倉庫 東京都品川区八潮五丁目５番 600

6 千代田倉庫 愛知県名古屋市中区千代田五丁目7番15号 1,800

堀田１階倉庫

堀田屋上Ａ倉庫

堀田屋上Ｃ倉庫

錦中央ビルＢ１Ｆ（第１倉庫）

錦中央ビルＢ１Ｆ（第２倉庫）

9 アクシオス千種倉庫 愛知県名古屋市中区新栄三丁目20番27号 100

10 岩成台西書庫 愛知県春日井市岩成台8丁目4番1号 100

11 豊明栄書庫 愛知県豊明市栄町上姥子3丁目213番 200

12 森之宮団地５号棟地下倉庫

13 森之宮団地５号棟１階倉庫

14 森之宮団地３号棟１階倉庫

15
森之宮第２団地９号棟地下倉
庫

大阪府大阪市城東区森之宮２丁目９番 900

16 森之宮第２団地６号棟書庫 大阪府大阪市城東区森之宮２丁目６番 2,100

17 武庫川倉庫 兵庫県西宮市高須町２丁目１番　１２号棟１階 1,500

18 千島倉庫 大阪府大阪市大正区千島２丁目４番 4,200

19 釈尊寺書庫 大阪府枚方市釈尊寺町25番 200

地下倉庫

１階１号倉庫

１階２号倉庫

２階１号倉庫

36,000

書庫名 住所 管理部署名
対象件数
（概算）

東日本都市再生本部
総務部　総務課

東日本賃貸住宅本部
総務部　総務課

8
愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号　錦中央
ビル

4,100

7 愛知県名古屋市瑞穂区桃園町2番 300

大阪府大阪市城東区森之宮1丁目

西日本支社
総務部　コンプライアンス・法務課

12,300

中部支社
総務部　総務・法務課

20 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号
九州支社
総務部　総務・法務課

1,700

計
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本支社書庫棚卸支援業務に係るデータ読み込みについて

1　読み込みを実施するデータについて
　棚には本・支社番号、書庫・倉庫番号、ブロック番号、棚番号及び棚段番号等を記載した「棚番号ラベル」が貼付済。
　また、棚卸を実施するファイルには全て「ファイル管理番号ラベル」が貼付済。
　なお、各ラベルにはそれぞれの桁数の数字に併せてバーコードが印字されているので、バーコードを読み取ることも
　可能。

２　納入データの仕様について
　機構に納入するデータはＣＳＶ形式とし、１行に１ファイルのデータとする。
　番号体系は次のとおり

　　納品データサンプル

20170914,1525,13,00000,0111A00101,00001870001
日付(8)         時間(4)   秒(2)   固定値(5)      書庫・棚・棚段等(10)     ファイル管理番号(11)

上記のうち、「時間」及び「秒」の部分は「0000」及び「00」の固定でも良い。 （）内は桁数

１　材質：PET（白）＋ラミネート仕様
１０桁（CODE３９）

２　１０桁の番号内訳

０１　１１　Ａ　００１　０１
  ①      ②     ③       ④       ⑤

①・・本支社コード

②・・書庫・倉庫コード

　　　本社・支社等単位で書庫・倉庫に固有の番号を01から連番で取得

③・・ブロック番号

④・・棚番号

　　　ブロック単位で動線を考慮した番号を001から連番で取得

⑤・・棚段番号

　　　下段から01と連番で取得

（参考）ラベル見本

棚番号ラベル

０１１１Ａ００１０１

100mm

A-  001　  1段目 12mm

①材質：PET（白）＋ラミネート仕様
１１桁（CODE３９）

（参考）ラベル見本

ファイル管理番号ラベル

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

48.3mm

25.4mm
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令和○年○月○日 

 

再委託（変更等）承諾申請書 

 

独立行政法人都市再生機構 

総務部長 長濱 寿夫  殿 

 

会 社 名 

住    所 

代表者名 

 

契約名称：都市再生事務所等文書管理支援業務（令和６年度～令和８年度） 

 

令和○年○月○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一

部を再委託したく、請負契約書第３条第２項に基づき申請するので、手続方お願いしま

す。 

 

項目 申請内容 

再委託の相手方 

（住所、氏名） 

〒000-0000 ○○県○○市○○町○－○ 

△△株式会社 

再委託業務の内容 

 

 

再委託業務の契約予

定額 

○○千円（契約金額に対する比率○％） 

（※見積書を添付すること） 

再委託を行う必要性 

及び 

再委託の相手方の選

定理由 

 

 

 

 

（再委託する必要性） 

 

 

（再委託の相手方の選定理由） 
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